
医療と介護の更なる連携の促進に向けて

資料４



○ 平成30年度の第７次医療計画と、第７期介護保険事業（支援）計画の同時改定を踏まえ、医療計画基本
方針と、介護保険事業計画基本指針の改定が行われる予定。

○ これらの改定を見据え、地域医療構想や第６期介護保険事業（支援）計画の進捗状況等を踏まえつつ、
平成28年内～平成29年初頭を目途にとりまとめることを目指して、総合確保方針の改定に向けた議論を
行うこととしてはどうか。

総合確保方針改定に向けて今後の進め方（案）

医療介護連携を推進するために議論していくべき論点（たたき台）

○ いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる2025年を見据えた医療介護提供体制を整備して
いく上では、当面の目標として、医療計画と介護保険事業（支援）計画の同時改定が行われる
平成30年度を見据えて取り組んでいくことが必要である。

→ 地域ごとの地域包括ケアシステム取組状況について「見える化」できないか。
（ＰＤＣＡ、評価指標等）

○ その際、医療や介護が必要な状態になってもできるだけ住み慣れた地域で生活が継続できる
「地域包括ケアシステム」を構築し、より一層、医療介護連携を推進していく必要がある。

→ 具体的にどのような事項について、医療介護連携を強化していく必要があるか。

（例）・多職種連携推進の在り方（退院支援の在り方、看取りの在り方等）
・在宅医療・介護連携の推進の観点からの計画の在り方
・地方自治体における医療と介護の連携を図るための体制の在り方 等
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これまでの取組み これからの取組み

POINT
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医療と介護の一体改革に係る今後のスケジュール



【特別養護老人ホーム・
老人保健施設】

【在宅介護サービス】

【急性期病院】

【高度急性期
病院】

【回復期病院】

・医師・看護師を多く配置

・質の高い医療と手厚い看
護により、早期に「急性期後
の病院」や「リハビリ病院」に
転院可能

・いつでも必要な場合に往診してくれる医
師が近くにいて、必要な訪問看護サービ
スを受けることができる。

在宅
医療

・サービス付き高齢者向け住宅
や有料老人ホームなど高齢者
が安心して暮らせる多様な住ま
い

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等

【生活支援・介護予防】

・ボランティア、ＮＰＯ等の多様な主体による見守り、配食、
買い物支援等の生活支援サービスが充実
・社会参加が推進され地域での介護予防活動が充実

・２４時間対応の訪問介護・看
護サービス、小規模多機能型
居宅介護等により、高齢者の
在宅生活を支援

入院医療 介護

「地域包括ケアシステムの整備」
医療、介護、住まい、予防、生活支援サービ
スが身近な地域で包括的に確保される体制
を構築

連携強化

・病院の退院調整スタッフが連携先の
身近な病院を紹介
・自分で転院先を探す必要がない

【慢性期病院】

・身近なところで集中的なリハビ
リを受けることができる。

・早期の在宅復帰、
社会復帰が可能

発症
住まい

（患者さん・家族）

・地域の拠点として在宅介護サービス等も積極的に展開

外来
医療

歯科
医療

薬局

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員その他の専門職（※）の積極的な関与のもと、
患者・利用者の視点に立って、サービス提供体制を構築する。

有床
診療所

※保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、
言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、社会福祉士、介護福祉士等
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医療・介護サービスの提供体制改革後の姿（サービス提供体制から）



（参考）都道府県における医療・介護の連携推進に向けた組織再編状況

（平成26年～27年の間に医療・介護関係の組織再編を行った都道府県）

● 医療・介護・生活支援などを一体的に提供する地域包括ケアシステム構築に向けた市町村支援を強化
するため、地域包括ケア課を推進するなど、医療と介護の連携強化に向けた組織再編を実施。

● 北海道、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、長野県、岐阜県、静岡県、広島県、
徳島県、宮崎県、鹿児島県 等

（上記のうち、新設の局（又は部・課）で、医療・介護の両方の部署がある場合）

● 群馬県・・・健康福祉部に「医療介護局」を新設。医療介護局に「地域包括ケア推進室」を設置。 健康福祉
部にあった「医務課」、「介護高齢課」を「医療介護局」へ組織変更。

● 広島県・・・健康福祉局の組織改編を実施。従来の組織７課を 「医療介護計画課」、 「医療介護人材課」、

「地域包括ケア・高齢者支援課」、 「医療介護保険課」、 「地域福祉課」の５課へ再編

※ 上記は一例であり、各都道府県においては地域の特性を踏まえた対応をいただいている。

（出典）保険局医療介護連携政策課調べ

○ 地域において医療と介護を総合的に確保していくためには、医療計画、介護保険事業支援計画、
都道府県計画の作成等にあたって、医療・介護の担当部局間のより一層の連携を図っていくことが重要である。

○ 地域における医療と介護を総合的に確保するための基本的な方針の成立（平成26年９月12日）以降、各都道府県
において、医療と介護の連携を推進する観点などから、組織再編を行っている事例が見られ始めている。
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「医療・介護」の連携強化
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように、医療と介護の更なる連携を強化する体制を整備する。

「医療介護局」の新設

医療と介護の連携を図り、市町村における地域包括ケア推進の支援を行うため、健康福祉部に「医療介護局」を新設。同局
内に、医療と介護の連携に係る調整・相談窓口となる「地域包括ケア推進室」を新設。医務課と介護高齢課も所管する。

群馬県 平成27年度組織改正（医療・介護関係）

健康福祉部

医務課

介護高齢課

再 編 後再 編 前

健康福祉部

医療介護局（新設）

地域包括ケア推進室（新設）

医務課

介護高齢課

医師確保対策室

介護人材確保対策室

医師確保対策室

介護人材確保対策室

○ 医療介護局を新設し、同一階に医療・介護に係る担当所属を配置したことにより、互いの業務が見えるようになった。

○ 地域包括ケア推進室を新設したことにより、「医療」「介護」というそれぞれの視点から、「この地域での医療･介護連携推
進」という視点に変わり、当室と県の地域機関である保健福祉事務所が協力して各市町村に直接出向き支援する体制が整
備された。

○ 地域包括ケアシステムや退院支援及び在宅医療の担当部署が明確化したことで、関係団体等からの講演依頼が増加し、
地域包括ケアシステム構築の必要性の周知を図る機会が得られた。

再編後の取組例
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◇ 団塊世代が７５歳以上となる２０２５年（平成３７年）を目途に，「効率的かつ質の高い医療提供体制」と「地域
包括ケアシステム」を一体的に構築・運用していくため，医療と介護の連携強化を図る観点から関係課を再編
し，関連施策を積極的に推進する。

重要施策への取組信頼される医療・介護提供体制の構築

ポ イ

ン ト

現 行 再 編 後

地 域 福 祉 課

健康福祉局

・保健医療計画（救急医療を含む。）

・医療（小児，周産期，へき地，災害）
・医師確保

高 齢 者 支 援 課

医 療 保 険 課

介 護 保 険 課

・福祉・介護人材の確保

・社会福祉法人の指導監査

・高齢者プラン

・地域包括ケア
・認知症介護支援

・老人福祉施設の指導監査など

・国民健康保険，後期高齢者医療保険

・高齢者プラン（介護保険事業支援計画）

・介護保険

・介護保険事業者の指導監督など

医 療 介 護 人 材 課

健康福祉局

・地域医療構想（ビジョン）
・保健医療計画（救急医療を含む。）
・高齢者プラン（介護保険事業支援計画を含む。）

医 療 介 護 保 険 課

・医師確保，看護師等の確保
・福祉・介護人材の確保
・医療（小児，周産期，へき地，災害）

・地域包括ケア
・認知症介護支援
・健康づくり（疾病予防・健康増進）

・国民健康保険，後期高齢者医療保険
・介護保険

・社会福祉法人の指導監査
・老人福祉施設の指導監査など
・介護保険事業者の指導監督など

地域医療構想等に基づく
医療・介護連携の推進

【再編】

【再編】

【再編】

地域包括ケア・高齢者支援課 【再編】

【再編】地 域 福 祉 課

地域のニーズを踏まえた
医療・介護資源（人材等）の
確保・適正配置など

医療保険・介護保険の適正運用

社会福祉法人等の
事業者指導の一元化

医務課 看護Ｇ
・看護師等の確保

医務課

医 療 介 護 計 画 課医 療 政 策 課

健康対策課 健康企画Ｇ

・健康づくり（疾病予防・健康増進）
健 康 対 策 課

新

広島県 平成27年度組織改正（医療・介護関係）

再編後の取組例

○ 医療介護計画課の新設により，医療計画と介護保険事業支援計画を一体的に策定・推進する体制が整い，庁内，市町，関係団体との

調整等を同時並行的に行うことが可能になり，施策を効果的かつ効率的に執行できている。

○ 医療介護人材課の新設により，医療及び介護の人材確保について，総合的な施策を検討する体制が整ったことで，個別の施策（合同就
職説明会の開催など）において，一体的，あるいは，連携した取組の実施が可能となった。

平成27年3月19日 広島県庁ＨＰ資料（抜粋）
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